
鈴鹿市告示第６２号 

鈴鹿市市営住宅の家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の基準等に関する要綱の一部を

改正する告示を次のように定める。 

令和８年３月３０日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

鈴鹿市市営住宅の家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の基準等に関する要綱の一

部を改正する告示 

鈴鹿市市営住宅の家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の基準等に関する要綱（平成１

０年鈴鹿市告示第３８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

鈴鹿市市営住宅の家賃等の減免又は徴

収猶予の基準等に関する要綱 

鈴鹿市市営住宅の家賃又は敷金の減免

又は徴収猶予の基準等に関する要綱 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この要綱は、鈴鹿市市営住宅条例（

平成９年鈴鹿市条例第43号。以下「条例」

という。）第16条、第20条又は第55条の３

第３項の規定による家賃、敷金又は駐車場

の使用料の減免又は徴収猶予に関し必要な

事項を定めるものとする。 

第１条 この要綱は、鈴鹿市市営住宅条例（

平成９年鈴鹿市条例第43号。以下「条例」

という。）第16条又は第20条の規定に基づ

く家賃又は敷金（以下「家賃等」とい

う。）の減免又は徴収猶予に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 

 (１) 政令月収 公営住宅法施行令（昭和

26年 政 令 第 240号 。 以 下 「 令 」 と い

 



う。）第１条第３号の収入をいう。 

 (２) 収入分位 令第２条第２項に規定す

る入居者の収入の区分をいう。 

 

 (３) 収入分位１ 収入分位のうち、入居

者の収入が最も低い区分をいう。 

 

（家賃の減免の対象者及び額） （家賃の減免の対象者及び額） 

第３条 条例第16条に規定する家賃の減免の

対象者及び減免の額は、次の表のとおりと

する。 

第２条 家賃の減免の対象者及び減免の額

は、次の表のとおりとする。 

 特 別 の

事情 

減免の対象者 減免の額   減免の対象者 減免の額  

 １  条

例 第

16 条

第 １

号 に

規 定

す る

特 別

の 事

情 

(１) 入居者又

は同居者が生

活保護法（昭

和25年法律第

144 号 ） に よ

る生活保護受

給 者 で あ っ

て、当該市営

住宅の家賃の

額が同法の規

定により支給

される住宅扶 

助費の額を超

える者 

家賃の額

と住宅扶助

費の額との

差額 

  (１) 入居者又は同居者

が生活保護法（昭和25

年法律第144号）による

生活保護受給者であっ

て、当該市営住宅の家

賃の額が同法の規定に

より支給される住宅扶

助費の額を超える者 

当該家賃

と住宅扶助

費との差額 

 

       

 (２) 入居者又

は同居者が生

活保護法によ

る住宅扶助の

家賃の全

額 

  (２) 入居者又は同居者

が生活保護法による住

宅扶助の受給者であっ

て、疾病による入院加

当該家賃

の額 

 



受給者であっ

て、疾病によ

る入院加療等

のため、住宅

扶助費の支給

が停止される

者 

療等のため、住宅扶助

費の支給が停止される

者 

 ２  条

例 第

16 条

第 ２

号 に

規 定

す る

特 別

の 事

情 

入居者又は同

居者が病気のた

め、おおむね６

月以上の療養を

必要とし、当該

療養に要する費

用のうち、入居

者又は同居者が

負担する額（以

下「療養費自己

負 担 額 」 と い

う。）の支払に

より生活が困窮

すると認められ

る者 

政令月収

から１月当

たりの療養

費自己負担

額を控除し

て得た額に

応じた家賃

の額と家賃

の額との差

額 。 た だ

し、収入分

位１に該当

す る 場 合

は、１月当

たりの療養

費自己負担 

額を政令月

収で除して

得た数（小

数点以下第

３ 位 の 数

は、これを 

  (３) 入居者又は同居者

が病気のため、おおむ

ね６月以上の療養を必

要とし、当該療養のた

め、収入を得ることが

できないと認められる

者 

当該世帯

の政令月収

に応じた家

賃の額 

 

        



   切 り 捨 て

る。）を家

賃の額に乗

じて得た額

と家賃の額

の50％に相

当する額の

いずれか小

さい額 

     

 ３  条

例 第

16 条

第 ３

号 に

規 定

す る

特 別

の 事

情 

入居者又は同

居者で災害によ

り著しい損害を

受けた者。ただ

し、その損害が

入居者又は同居

者の責めに帰さ

な い 場 合 に 限

る。 

次の区分

に応じた額 

(１) 当該

住宅の損

傷が特に

著しいた

め、市長

が使用不

能と認め

る 場 合

は、その

認定期間

中の家賃

の額 

(２) 当該

住宅の損

傷が著し

いため、

市長が使

用するの 

  (４) 入居者又は同居者

で災害により著しい損

害 を 受 け た 者 。 た だ

し、その損害が入居者

又は同居者の責めに帰

さない場合に限る。 

次の区分

に応じた額 

(１) 当該

住宅の損

傷が特に

著しいた

め、市長

が使用不

能と認め

る 場 合

は、その

認定期間

中の当該

家賃の額 

(２) 当該

住宅の損

傷が著し

いため、

市長が使

用するの 

 

  



   に不便と

認める場

合は、そ

の認定期

間中の家

賃の額の

50％に相

当する額 

   に不便と

認める場

合は、そ

の認定期

間中の当

該家賃額

の 50％に

相当する

額 

 

 ４  条

例 第

16 条

第 ４

号 に

規 定

す る

特 別

の 事

情 

入居者及び同

居者で収入を得

ている者の退職

又は転出等によ

り年度途中に収

入が減少した者

であって、市長

が収入の再認定

を行わない者 

家賃の額

と収入分位

に応じた家

賃の額との

差額 

  (５) 入居者及び同居者

で主たる収入を得てい

る者の退職又は転出等

により、収入が著しく

減少した者 

当該世帯

の政令月収

に応じた家

賃の額 

 

       

 ５  条

例 第

16 条

第 ５

号 に

規 定

す る

特 別

の 事

情 

前各号に掲げ

る者のほか、市

長が特別の事情

があると認める

者 

前各号の

減免の額に

準じて、市

長が定める

額 

  (６) 前各号に掲げるも

ののほか、市長が必要

と認める者 

前各号の

減免の額に

準じて、市

長が定める

額 

 



２ 前項の規定により計算した減免の額に

100円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てるものとする。 

 

（敷金の減免の対象者及び額） （敷金の減免の対象者及び額） 

第４条 条例第20条に規定する敷金の減免の

対象者及び減免の額は、次の表のとおりと

する。 

第３条 敷金の減免の対象者及び減免の額

は、次の表のとおりとする。 

 特 別 の 事

情 

減免の対象者 減免の額   減免の対象者 減免の額  

 １  条 例

第 16 条

第 １ 号

か ら 第

３ 号 ま

で に 規

定 す る

特 別 の

事 情 

前条第１項

の表の左欄の

第１項から第

３項までの区

分に応じ、そ

れぞれに定め

る同表の中欄

の対象者に該

当する者 

市営住宅

の敷金の額

の50％に相

当する額 

  (１) 災害により住宅が

滅失した者。ただし、

火災は類焼に限る。 

当該敷金

額の50％に

相当する額 

 

 ２  条 例

第 16 条

第 ５ 号

に 規 定

す る 特

別 の 事

情 

前号に掲げ

る者のほか、

市長が特別の

事情があると

認める者 

前号の減

免の額に準

じて、市長

が定める額 

  (２) 前号に掲げるもの

のほか、市長が必要と

認める者 

同号の減

免の額に準

じて、市長

が定める額 

 

２ 前項の規定により計算した減免の額に

100円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てるものとする。 

 

（駐車場の使用料の減免の対象者及び額）  



第５条 条例第55条の３第３項に規定する駐

車場の使用料の減免は、第３条第１項の表

の左欄の特別の事情（第４項の特別の事情

を除く。）があると認める場合において、

同表の中欄の対象者に該当する者のうち、

必要と認める者に対し、それぞれ同表の右

欄の市営住宅の家賃の減免の額を市営住宅

の家賃の額で除して得た額（小数点以下第

３位の数は、これを切り捨てる。）を駐車

場の使用料の額に乗じて得た額（その額に

100円未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てた額）とする。 

 

（減免又は徴収猶予の申請） （減免又は徴収猶予の申請） 

第６条 家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を

受けようとする者にあっては鈴鹿市市営住

宅条例施行規則（平成９年鈴鹿市規則第64

号）第13条第１項に規定する市営住宅家賃

（敷金）減免（徴収猶予）申請書に、駐車

場使用料の減免又は徴収猶予を受けようと

する者にあっては同規則第28条の６第２項

に規定する市営住宅駐車場使用料減免（徴

収猶予）申請書に次の各号に掲げる書類を

添付しなければならない。 

第４条 家賃等の減免又は徴収猶予を受けよ

うとする者は、鈴鹿市市営住宅条例施行規

則（平成９年鈴鹿市規則第64号）第13条第

１項に規定する市営住宅家賃（敷金）減免

（徴収猶予）申請書に次の各号に掲げる書

類を添付しなければならない。 

 (１)～(３)  略   (１)～(３)  略  

 (４) 病気療養の理由により申請しようと

する者については、医師が発行する診断

書及び当該療養に要する１月当たりの療

養費自己負担額を証明する書類 

 (４) 病気療養の理由により申請しようと

する者については、医師が発行する診断

書及び当該期間中収入を得ることができ

なくなったことを明らかにする事業主等

が発行する証明書 

 (５) 収入を得ている者の退職又は転出等  (５) 主たる収入を得ている者の退職又は



の理由により申請しようとする者につい

ては、その事実を証明する書類 

転出等の理由により申請しようとする者

については、その事実を証明する書類 

 (６)  略  (６)  略 

（家賃の減免の期間） （家賃の減免の期間） 

第７条 家賃の減免の期間は、申請書を受理

した月の翌月からその月の属する年度の末

月までとする。ただし、その期間内に第３

条第１項の表の中欄の対象者に該当する者

（第４項の対象者を除く。）でなくなった

ときは、その月までとする。 

第５条 家賃の減免の期間は、申請書を受理

した月の翌月からその月の属する年度の末

月までとする。ただし、その期間内に第２

条の表各号に定める減免対象者でなくなっ

たときは、その月までとする。 

（届出義務） （届出義務） 

第８条 家賃の減免を受けた者は、第３条第

１項の表の中欄の対象者に該当する者（第

４項の対象者を除く。）でなくなったとき

は、速やかにその旨を届け出なければなら

ない。 

第６条 家賃の減免措置を受けた者は、減免

事由が消滅した場合には、速やかにその旨

を届け出なければならない。 

（家賃の減免相当額の納付） （家賃の減免相当額の納付） 

第９条 第３条第１項の表の中欄の対象者に

該当する者（第４項の対象者を除く。）で

なくなったにもかかわらず、引き続き家賃

の減免を受けた者は、当該対象者に該当す

る者でなくなった日の属する月の翌月分か

ら減免を受けた月までの当該減免の額に相

当する額を返納しなければならない。 

第７条 家賃の減免事由が消滅しているにも

かかわらず、引き続き減免措置を受けた者

は、減免事由が消滅した日の属する月の翌

月分から減免措置を受けた月までの減免相

当額を納付しなければならない。 

（家賃の減免の更新） （家賃の減免の更新） 

第10条 家賃の減免の期間が満了後、引き続

き減免を受けようとする者は、当該減免の

期間が満了する日の属する月の末日まで

に、改めて第６条の規定による申請を行わ

なければならない。 

第８条 家賃の減免期間満了後引き続いて減

免措置を受けようとする者は、減免期間が

満了する日の属する月末までに、改めて第

４条の申請手続をとらなければならない。 



（家賃の徴収猶予の対象） （家賃の徴収猶予の対象） 

第11条 市長は、第３条第１項の表の左欄の

特別の事情があると認める場合において、

同表の中欄の対象者に該当する者のうち、

必要と認める者に対し、家賃の徴収猶予を

行うことができる。 

第９条 市長は、第２条の表各号に掲げる事

由に係る者に対して、家賃の徴収猶予を行

うことができる。ただし、申請日からおお

むね６月以内に、家賃の支払能力が回復す

ると認められる者を対象とする。 

２ 前項の規定は、申請日からおおむね６月

以内に、家賃の支払能力が回復すると認め

られる者を対象とする。 

 

第12条  略 第10条  略 

（準用）  

第13条 第７条から前条までの規定は、駐車

場の使用料について準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「家賃」とあるの

は「駐車場の使用料」と、第11条第１項

中、「特別の事情」とあるのは「特別の事

情（第４項の特別の事情を除く。）」と読

み替えるものとする。 

 

（敷金の徴収猶予の対象） （敷金の徴収猶予の対象） 

第14条 市長は、次の各号に掲げる事由に係

る者に対し、敷金の徴収猶予を行うことが

できる。 

第11条 市長は、次の各号に掲げる事由に係

る者に対して、敷金の徴収猶予を行うこと

ができる。 

 (１)・(２)  略  (１)・(２)  略 

（移転指導） （移転指導） 

第15条 市長は、家賃の減免又は徴収猶予の

申請者に対し、必要に応じてより低額な家

賃の市営住宅に移転するよう指導すること

ができる。 

第12条 市長は、家賃の減免又は徴収猶予の

申請者に対して必要に応じ低家賃の住宅に

移転するよう指導することができる。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


